
福井県土木部建築住宅課

ふくいエコはぴねす住宅
推進事業

4月1日
受付開始！

※メニューごとに補助要件が異なりますので、裏面および県ＨＰをご確認ください。

・補助対象は令和8年3月19日以降に工事請負契約（または不動産売買契約）を締結した住宅です。

・本補助金は、ふくいエコはぴねす住宅認証事業者による設計・施工が必須になります。

・申請件数が予算上限に達した時点で受付を停止します。

（受付停止日に複数の申請があった場合は、抽選により決定します。）

メニュー すべての世帯
子育て世帯等
ＵＩターン世帯

新築住宅 １０万円 ２０万円

全体改修住宅 ５０万円 １００万円

ゾーン改修住宅 ２０万円 ４０万円

部分改修住宅 ５万円 １０万円

みらいエコ住宅事業など国の補助事業と併用可能

申請上の留意事項

補助金額（定額）

R8.4.1更新

子育て世帯等とは、以下の世帯をいいます。
• 子育て世帯…申請時点において子（R8.4.1時点で18歳未満（H20.4.2以降出生））を有する世帯
• 若者夫婦世帯…申請時点において夫婦であり、いずれかが若者（R8.4.1時点で39歳以下（S61.4.2以降出生））である世帯

ＵＩターン世帯とは、以下のいずれかに該当する世帯をいいます。
• 申請時点において、福井県内に住所を有していない者を含む世帯
• 申請時点において、福井県内に住所を有して２年を経過しない者を含む世帯



断熱工事
着手

補助制度の概要

補助金申請手続きと住宅認証手続き（交付申請＋設計適合申請、実績報告＋住宅認証申請）は、同時提出を
おススめします。

交付申請 交付決定
実績報告
および

補助金請求

額の確定

および

補助金交付

※完成後1月以内に提出

■住宅認証

福井県土木部建築住宅課 住まいづくりG
TEL：0776-20-0506
MAIL：fukui.ecohappy@pref.fukui.lg.jp （ふくいエコはぴねす住宅 県専用アドレス）

■補助金申請

メニュー 主な補助要件

新築住宅 1. ふくいエコはぴねす住宅の認証を受けること

既存住宅の
省エネ改修

全体改修
1. ふくいエコはぴねす住宅の認証を受けること
2. 耐震性を有すること

ゾーン改修
部分改修

1. 県が認証した認証事業者が設計し、施工するもの
2. 断熱区画内の断熱性能：UA値≦0.46［W/(m2・K)］

（省エネ計算もしくは、「県仕様例」による改修でも可）
3. 断熱区画を構成する間仕切り壁に設ける開口部は、間仕切りドア等の

内部建具やロールスクリーン等により空気の流動を抑える構造となっ
ていること

4. 適切に気流止めの処理がされていること

「ふくいエコはぴねす住宅」の基準は
① 断熱性能 UA値≦0.46［W/(m2・K)］(断熱等級６相当)
② 気密性能 C値≦1.0［cm2/m2］
③ 防露性能 内部結露が発生しないことを確認 の３点です。

上記に加え、県が認証した事業者による設計・施工も住宅認証の要件です。
住宅認証については、右の二次元コード(県HP)からご確認ください。

申請の流れ（概略） ※注文住宅の新築の場合の流れ

※断熱工事に着手する

までに提出

事業に関する問合せ先

一般社団法人ふくい健康省エネ住宅推進協議会 担当：山本勇（〒910-8538 福井市開発５丁目３１５）
TEL：0776-52-6666 MAIL：support@fukui-eco-happy.org

補助金窓口（申請に関する問合せ先・申請受付窓口）

補助対象者

建築主と工事請負契約（または買主と不動産売買契約）を締結するふくいエコはぴねす住宅認証事業者
（設計者または施工者）です。

※補助対象者は、本契約に係る支払いに充当もしくは現金での支払いにより、建築主（買主）に還元

設計適合

審査申請

設計適合証

交付

住宅認証
審査申請

住宅認証証
交付

※断熱工事に着手する

14日前までに提出

竣工

ふくいエコはぴねす住宅推進事業補助金

の詳しい情報はこちら

mailto:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
mailto:fukui.ecohappy@pref.fukui.lg.jp
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